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《内閣府 男女共同参画局から》

●男女共同参画会議議員の任命について

●女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題 ～いわゆ

る「JKビジネス」及びアダルトビデオ出演強要の問題について～」を公表しました

●男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会報告書「男性の暮らし方・意識の変革に向けた課題

と方策」を公表しました

●「男性の働き方改革・意識改革に向けた職場のワーク・ライフ・バランス推進のための取組事例集」

公表

《お知らせ》

●居所にお住まいのDV被害者等で、「マイナンバー」を受け取っていない方は、住民票のある市区町村

にお問合せください【総務省】

●「女子大学生キャリア形成セミナー」開催【文部科学省】

●『NWEC実践研究』第7号を刊行【文部科学省】

●平成29年1月より、基本的に60歳未満の全ての方がiDeCo（個人型確定拠出年金）を利用できるように

なりました！【厚生労働省】

------------------------------------------------------------



《内閣府 男女共同参画局から》

●男女共同参画会議議員の任命について

 平成29年3月22日付けで以下の12名の方が男女共同参画会議議員に任命されました（50音順、敬称

略）。

 家本 賢太郎  株式会社クララオンライン代表取締役社長

 柿沼 トミ子  全国地域婦人団体連絡協議会会長

 *小西 聖子  武蔵野大学人間科学部長

 *佐々木 則夫  十文字学園女子大学副学長

 佐藤 博樹  中央大学大学院戦略経営研究科教授

 *志賀 俊之  日産自動車株式会社取締役副会長

 高橋 史朗  明星大学特別教授

 辻村 みよ子  明治大学法科大学院教授

 林 文子  横浜市長

 *松田 美幸  福岡県男女共同参画センターあすばる館長

 *室伏 きみ子  お茶の水女子大学長

 *芳野 友子  日本労働組合総連合会副会長

 *は新任

 男女共同参画会議は、内閣官房長官を議長とし、関係閣僚と有識者の議員からなる会議体の組織で、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針の調査審議等を行います。

●女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題 ～いわゆ

る「JKビジネス」及びアダルトビデオ出演強要の問題について～」を公表しました

 「女性に対する暴力に関する専門調査会」では、「女性活躍加速のための重点方針2016」（平成28年5



月20日すべての女性が輝く社会づくり本部決定）等において、女性に対するあらゆる暴力の根絶を図る

ための取組の一つとして、児童の性に着目した新たな形態の営業など、若年層を対象とした暴力の多様

化を踏まえ、その実態把握に取り組むとされたことを受け、同調査会において、平成28年6月から翌29年

2月にかけて、計5回の会合を開催し、現状と課題についてのヒアリング等を行い、その報告を取りまと

めました。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/boryoku/houkoku/index_bo0314.html

●男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会報告書「男性の暮らし方・意識の変革に向けた課題

と方策」を公表しました

 「男性の暮らし方・意識の変革に関する専門調査会」では、平成28年10月7日の「男女共同参画会議」

における「働き方改革と表裏一体として女性活躍を加速するため、男性の暮らし方・意識の変革に向け

た方策について調査検討する」旨の決定を受け、平成28年10月から翌29年2月にかけて計5回の会合を実

施し、今後の課題と方策について検討を行い、その報告を取りまとめました。

 男性が家事や育児等に参画する意義として、男性自身の職業生活に寄与するなど、多くのプラス面が挙

げられることなどがまとめられました。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kurashikata_ishikihenkaku/index.html

●「男性の働き方改革・意識改革に向けた職場のワーク・ライフ・バランス推進のための取組事例集」

公表

 内閣府仕事と生活の調和推進室では、「男性の働き方改革・意識改革に向けた職場のワーク・ライフ・

バランス推進のための取組事例集」を作成しました。



 企業等におけるワーク・ライフ・バランス支援の取組の中で、男性の働き方や意識の変革に結びついた

15社の好事例を紹介しています。

 また、取組を通じて企業の業績等にプラスの効果が生じた点についても記載しています。

 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組は、組織の規模や予算の有無に関わらず今すぐに始めら

れるものがあります。

 ぜひ、あなたの職場における取組にご活用ください。

※詳細は以下をご覧ください。

  http://wwwa.cao.go.jp/wlb/research.html

《お知らせ》

●居所にお住まいのDV被害者等で、「マイナンバー」を受け取っていない方は、住民票のある市区町村

にお問合せください【総務省】

 平成27年10月5日以降「マイナンバー」を記載した「通知カード」を住民票の住所地に簡易書留で送付

することとなっているため、DV等被害者、東日本大震災の被災者、長期入院・入所者で、やむを得ない

理由により住所地で通知カードを受け取れない方は、事前に居所を登録する手続を行っていただくこと

で、居所に「通知カード」を送付することができるようにしてまいりました。

 しかしながら、この居所登録手続を行っていない場合や、登録後に居所が変更となった場合などによ

り、通知カードを受け取っていない方は、住民票のある市区町村にお問合せください。

 また、通知カードがDV等加害者のいる住民票の住所地に届いてしまった方も、マイナンバーの変更手続

が可能であるため、住民票のある市区町村にお問合せください。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html



●「女子大学生キャリア形成セミナー」開催【文部科学省】

 NWEC（ヌエック）では、2月18日～19日に「キャリアを考えることは人生を考えること」をテーマとし

て、リーダーシップ111との共催で「女子大学生キャリア形成セミナー」を実施し、今年度は全国から35

名の女子大学生の参加がありました。

 本セミナーに過去の参加者もOG企画委員として参画し、学生の学びを支援しています。

 1日目の対談「変化するグローバル社会の中でのキャリア構築」、続くパネルディスカッションでは、ラ

イフイベントとキャリアの関係、働くことの面白さ、困難を乗り越える視点などについて講師や参加者

が活発に意見交換を行いました。

 2日目は、社会に主体的に関わりつつキャリアを重ねていくことについて、グループ討議やキャリアシー

トの作成のプログラムを実施しました。

 参加した学生からは「いろいろな人の考えを聞き、自分を見つめることができた」、「これからもこの

ネットワークを大切にしていきたい」などの声が寄せられました。

 NWECではこのセミナーのプログラムを全国の大学に展開していくことを目指し、相談や講師派遣も

行っています。

※詳細は以下をご覧ください。

 https://www.nwec.jp/event/training/page9i.html

●『NWEC実践研究』第7号を刊行【文部科学省】

 今号は「女性の初期キャリア」をテーマに取り上げ、企業や大学、独立行政法人、男女共同参画セン

ター等の具体的な事例を論文として掲載しています。

 また、NWECが平成27年度から実施している「男女の初期キャリア形成と活躍推進に関する調査」の中

間報告、女子大学生を対象として実施している「女子大学生キャリア形成セミナー」、大学や女性関連

施設などの機関に対し、男女共同参画に関する様々なテーマの図書の貸し出しを実施している「図書の

パッケージ貸出サービス」等の報告も併せて掲載しています。



 女性のキャリア形成支援、女性活躍推進に関わっている女性関連施設・女性団体、行政担当者、企業等

の皆さまに幅広く活用いただければ幸いです。

※詳細は以下をご覧ください。

 https://www.nwec.jp/about/publish/2016/index.html

●平成29年1月より、基本的に60歳未満の全ての方がiDeCo（個人型確定拠出年金）を利用できるように

なりました！【厚生労働省】

 iDeCo（イデコ）は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひ

とつです。 

 国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

 iDeCoの加入者は、これまで自営業者の方などに限られていましたが、本年1月から、企業年金を実施し

ている企業にお勤めの方や公務員、専業主婦（夫）の方を含め、基本的に60歳未満の全ての方が加入で

きるようになりました。

 iDeCoは、加入者自らが掛金を支払い、自らが運用を行い、掛金とその運用益との合計額をもとに給付

を受けることができます。

 毎月5,000円から始めることができ、掛金、運用益、給付のすべてに大きな税制優遇があります。

 メリットや留意点などの詳細は、厚生労働省のウェブサイトや、iDeCoを実施する国民年金基金連合会

のiDeCo特設サイト「イデコガイド」（厚生労働省のウェブページにもリンクあり）に詳しく記載してい

ますので、是非ご覧ください。

※詳細は以下をご覧ください。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html

 http://www.ideco-guide.jp/

==========================================================



●内閣府 男女共同参画局のホームページは、男女共同参画に関する総合的な情報提供サイトです。

男女共同参画社会を実現するための法律、基本計画、関係予算等のほか、男女共同参画に関する政策・

活動等の情報を掲載しています。

http://www.gender.go.jp

●男女共同参画局メールマガジンについて

男女共同参画局メールマガジンは、隔週金曜日に配信しています。

次号は、平成29年4月14日(金)に配信する予定です。

==========================================================

●このメールは送信専用メールアドレスから配信されております。このまま御返信いただいてもお答え

できませんので御了承ください。 

□配信中止・配信先変更は、こちらから

 http://www.gender.go.jp/magazine/index.html 

□バックナンバーはこちらから 

 http://www.gender.go.jp/magazine/backnumber/index.html

□このメールマガジンへの御意見・御要望はこちらから 

 https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0001.html

□内閣府 男女共同参画局ホームページはこちらから 

 http://www.gender.go.jp/ 

※URLをクリックしてページが表示されない場合はURLをコピーして、ブラウザにURLを貼り付けてアク

セスしてください。

編集・発行：内閣府 男女共同参画局

〒100-8914

東京都千代田区永田町1-6-1

電話番号 03-5253-2111（代表）
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